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舶

　
タ
ク
シ
ー

　
堺
市
乗
合
タ
ク
シ
ー

　
重
度
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成

　
有
料
道
路
の
通
行
料
金

　
N
H
K
放
送
受
信
料
免
除

　
郵
便
料
金

　
市
立
自
転
車
等
駐
車
場
の
定
期
料
金

※

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
別
表
第
１
の
各
等
級
認
定
者
及
び
同
等
の
者

※

※ ※ ※
※

※

※
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【【障障害害者者福福祉祉制制度度一一覧覧】】
この一覧はあくまでも目安ですので、詳細についてはそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。
○：該当（○内の数字は、それぞれの障害の等級制限を表しています。例：②は２級以上が該当）　△：一部該当

視視覚覚
聴聴覚覚
平平衡衡

音音声声・・言言語語・・
そそししゃゃくく機機能能

上上肢肢
下下肢肢
体体幹幹
心心臓臓
呼呼吸吸
腎腎臓臓

ぼぼううここうう
直直腸腸

小小腸腸
免免疫疫
肝肝臓臓

AA
BB11
BB22
11級級
22級級
33級級

制度等

身身
体体

知知
的的

精精
神神

難難　　病病
発発　　達達

ページ

備備考考

○ ○ ④ ○ ① ○ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ② ○ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ○ ④ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ② ○ ② ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ④ ○ ② ② ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ③ ○ ② ② ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○

○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○

○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ③ ○ ③ ○ ④ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○
61 61 61 62 62 62 63 63 65 65 66 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 69 70
大
阪
興
行
協
会
加
入
の
映
画
館
の
み

※
適
用
条
件
な
ど
詳
細
は
6
1
ペ
ー

ジ

所
得
制
限
あ
り

※
貸
付
要
件
審
査
あ
り

※
貸
付
要
件
審
査
あ
り

粗
大
ご
み
の
処
理
手
数
料
の
負
担
有

　
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
大
阪
情
報
資
料
室

　
N
T
T
フ
ァ
ク
ス
1
0
4
・
N
T
T
フ
ァ
ク
ス
1
1
5

 
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ク
ス

　
フ
ァ
ク
ス
等
に
よ
る
緊
急
連
絡

　
災
害
情
報
フ
ァ
ク
ス
配
信

割割引引等等 行行動動範範囲囲のの拡拡大大 選選挙挙 住住宅宅 生生活活情情報報
　
携
帯
電
話

　
自
動
車
改
造
費
助
成

　
障
害
者
用
自
動
車
購
入
に
必
要
な
経
費
の
貸
付

　
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

　
障
害
者
の
ス
テ

ッ
カ
ー

　
身
体
障
害
者
補
助
犬
の
貸
与

　
映
画
館
の
入
場
料
金

　
ふ
れ
あ
い
案
内

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
　
1
0
4
番
号
案
内

）

　
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
お
け
る
代
理
記
載
制
度

　
府
営
住
宅
福
祉
世
帯
向
け

　
市
営
住
宅
福
祉
世
帯
向
け

　
市
営
住
宅
の
家
賃
の
減
免

 
福
祉
資
金

（
大
阪
府
生
活
福
祉
資
金

）
の
貸
付

　
総
合
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

　
声
の
広
報
・
点
字
広
報

　
市
の
封
書
等
の
点
字
表
示

　
大
阪
府
府
政
だ
よ
り

　
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
ト
収
集

※ ※

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
対
象
者
で

、
か
つ

上
肢
ま
た
は
視
覚
障
害
1
級
で
あ
る
者

※※
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